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排 除・控 除 用 計 測 装 置（ 子 メ ー タ ー ）設 置 届

　　年　　月　　日　
三股町長　　　　　　様
（使用者）
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話　

三股町公共下水道条例施行規則第17条の規定により、子メーターを設置したいので、下記の
とおり届出ます。
	使用場所
	三股町　　　　　　　　　　番地
	下水道番号
	第　　　　　　号

	子メーターの
使用目的
	

	子メーターの
種　別
	□①差引用子メーター（排水施設へ流れない水を計測するもの）
□②下水専用子メーター（排水施設へ流す水だけ計測するもの）
□③加算用子メーター（排水施設へ流す井戸水等を計測するもの）

	子メーターの
型式等
	

	子メーター使
用開始予定日
	　年　　月　　日
	子メーター
交換期限
	年　　月　　日

	添付書類
	平面図（上下水道の配管及び子メーター設置場所を図示）

	備　　考
	



	課長
	課長補佐
	係長
	係　員
	主務者
	起案
	　　　　年　　月　　日

	
	
	
	
	
	決裁
	　　　　年　　月　　日

	
	
	
	
	
	通知
	　　　　年　　月　　日

	決定区分
	□認定する
	子メーター
使用開始日
	
　　年　　月　　日

	
	
	子メーター
使用開始数値
	
　　　　　　　　　　　㎥

	
	□認定しない
	指示事項等



	開始年月日
	　　年　　月　　日

	変更年月日
	　　年　　月　　日

	廃止年月日
	　　年　　月　　日


※汚水排除量とは、排水施設へ流れる汚水量のことです。
1 差引用子メーターの場合　　：　汚水排除量＝水道使用水量－子メーター水量
2 下水専用子メーターの場合　：　汚水排除量＝子メーター水量
3 加算用子メーターの場合　　：　汚水排除量＝水道使用水量＋子メーター水量
※使用期間において、２ヶ月に１度メーター数値を検針し汚水排除量を算定して料金を賦課します。
※子メーターを休止・廃止する場合は必ず事前に届け出てください。
